
林
業
退
職
金
共
済
制
度
（
林
退
共
）

の
ご
案
内

　
林
退
共
は
昭
和
57
年
に
発
足
し
た
林

業
界
で
働
く
方
の
た
め
に
国
が
作
っ
た

退
職
金
制
度
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
事
業
主
の
方
々
が
、

従
事
者
の
働
い
た
日
数
に
応
じ
て
掛
金

と
な
る
共
済
証
紙
を
共
済
手
帳
に
貼

り
、
そ
の
従
事
者
が
林
業
界
を
や
め
た

と
き
に
林
退
共
か
ら
退
職
金
を
支
払
う

と
い
う
、
い
わ
ば
林
業
界
全
体
の
退
職

金
制
度
で
す
。

●
制
度
の
特
徴

・ 

掛
金
は
、
税
法
上
に
つ
い
て
、
法
人

で
は
損
金
、
個
人
企
業
で
は
必
要
経

費
と
な
り
ま
す
。

・
掛
金
の
一
部
を
国
が
免
除
し
ま
す
。

・ 

雇
用
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金

は
企
業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま

す
。

●
事
業
主
の
皆
様
へ

・ 

共
済
証
紙
は
労
働
日
数
に
応
じ
て
適

正
に
貼
付
し
て
下
さ
い
。

・ 

共
済
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
従
事
者

が
林
業
界
を
引
退
す
る
と
き
は
、
忘

れ
ず
に
退
職
金
を
請
求
す
る
よ
う
指

導
し
て
下
さ
い
。

●
労
働
者
の
皆
様
へ

・ 

事
業
所
を
変
わ
る
と
き
は
共
済
手
帳

を
忘
れ
ず
に
受
取
り
ま
し
ょ
う
。

・ 

林
業
界
を
引
退
す
る
と
き
は
、
忘
れ

ず
に
退
職
金
請
求
し
ま
し
ょ
う
。

・ 

以
前
、
林
業
の
仕
事
を
さ
れ
、
林
退

共
制
度
に
加
入
し
て
い
た
方
で
、
退

職
金
請
求
手
続
き
を
し
た
お
心
当
た

り
の
な
い
方
は
、
退
職
金
を
受
け

取
っ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
案
内
し
て
お

り
ま
す
。
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【
問
】
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共

済
機
構

　
林
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部
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０
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（
６
７
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８
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司
法
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

開
催
の
お
知
ら
せ

　
静
岡
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会
は
、

川
根
本
町
に
て
無
料
相
談
会
（
面
談
形

式
）
を
開
催
し
ま
す
。

日
　
時

　
令
和
６
年
３
月
12
日
（
火
）

13
時
か
ら
15
時
30
分
ま
で

場
　
所

　
川
根
本
町
文
化
会
館
１
階

　

保
健
研
修
室

　
相
談
料
は
無
料
で
す
。
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

担
当
者

　
匂
坂

　
和
彦

【
問
】
☎
０
５
３
（
４
２
４
）
８
０
０
２

募
　
集

募
　
集

2
0
2
5
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス

指
導
員
・
調
査
員
を
募
集
し
ま
す

●
２
０
２
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス

　
農
林
業
セ
ン
サ
ス
は
、
我
が
国
の
農

林
業
・
農
山
村
の
基
本
構
造
の
実
態
と

そ
の
動
向
を
把
握
す
る
最
も
基
本
的
な

統
計
調
査
で
す
。

●
目
的

　
農
林
業
構
造
統
計
を
作
成
し
、
食

料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
及
び
森

林
・
林
業
基
本
計
画
に
基
づ
く
諸
施
策

並
び
に
農
林
業
に
関
す
る
各
統
計
調
査

に
必
要
な
基
礎
資
料
を
整
備
す
る
た
め
。

調
査
は
（
２
０
２
５
年
）
令
和
７
年
２
月

１
日
現
在
で
実
施
し
ま
す
。

●
経
営
体
指
導
員
の
業
務
（
３
人
ほ
ど

の
ご
協
力
が
必
要
と
想
定
さ
れ
ま
す
）

　
市
区
町
村
か
ら
調
査
実
施
上
の
指
導

を
受
け
て
、
調
査
員
に
対
す
る
指
導
、

調
査
票
・
そ
の
他
調
査
関
係
書
類
の
審

査
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
事
務
を
行

い
ま
す
。

※
指
導
員
に
お
き
ま
し
て
は
調
査
員
に

対
す
る
指
導
を
行
う
た
め
、
過
去
に
農

林
業
セ
ン
サ
ス
で
調
査
員
と
し
て
ご
協

力
し
て
い
た
だ
け
た
方
や
指
導
員
を
経

験
し
た
こ
と
の
あ
る
方
を
お
勧
め
し
ま

す
。

●
経
営
体
調
査
員
の
業
務
（

50
人
前
後

の
ご
協
力
が
必
要
と
想
定
さ
れ
ま
す
）

　
市
区
町
村
及
び
指
導
員
の
指
導
を
受

け
て
、
市
区
町
村
か
ら
指
定
を
受
け
た

調
査
区
に
あ
る
農
林
業
経
営
体
に
係
る

調
査
票
の
配
布
及
び
取
集
、
調
査
関
係

書
類
の
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
附
帯
す

る
事
務
を
行
い
ま
す
。

●
指
導
員
及
び
調
査
員
の
任
期
に
つ
い
て

　
業
務
を
遂
行
で
き
る
期
間
と
し
て
静

岡
県
で
は
令
和
7
年
１
月
７
日
か
ら
令

和
7
年
３
月
６
日
ま
で
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

●
報
酬
に
つ
い
て

　
報
酬
あ
り
（
担
当
す
る
業
務
に
よ
っ

て
金
額
が
異
な
り
ま
す
）

●
募
集
期
間

　
令
和
６
年
８
月
31
日
ま
で

　
興
味
の
あ
る
方
や
ご
協
力
い
た
だ
け

る
方
、
ご
不
明
点
等
が
あ
り
ま
し
た
ら

左
記
の
連
絡
先
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
問
】
デ
ジ
タ
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推
進
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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
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